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第６次府中市総合計画 前期基本計画素案（各施策の取組内容） 

 

○各施策の取組内容の見方 

 

 

  

２ 子育て支援 

施策１０ 保育サービスの充実 
 

（１）現状と課題 

保育需要が高く推移する中、需要に応えるため、新たな保育所・分園の開設や定員

増などを行い、待機児童の解消に努めてきました。しかしながら、転入者の増加等に

より保育需要が増加し続けており、待機児童を解消するに至っていません。また、延

長保育時間の拡大や一時預かり・特定保育、病児保育などの多様な保育サービスが求

められています。将来的には子どもの人口減尐が想定されることを踏まえつつも、こ

れらの保育需要に地域ぐるみで対応することが課題です。 

 

（２）めざす姿 

働きながらの子育てなど様々な家庭の事情に対して、多様な保育制度が整い、子

どもを安心して生むことができ、子どもたちがいきいきと心身ともに健やかに育っ

ています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

保育所入所待機

児童数（人） 

様々な家庭の事情などにより、保育が

必要な対象者が保育所に入所できて

いるかを測定します。待機児童の解消

を目指します。 

１８２人 

（Ｈ２４年度） 
０人 

午後８時まで延

長保育を実施す

る施設数（施設） 

市内のすべての私立保育所での実施

を目指します。 

９施設 

（Ｈ２４年度） 
１３施設 

一時預かり・特

定保育を実施す

る施設数（施設） 

市内の認可保育所のうち、一時預か

り・特定保育を実施する施設数の増加

を目指します。 

１４施設 

（Ｈ２４年度） 
１６施設 

   

市民に期待すること 

・民間活力により多様な保育サービスを提供する。 

・地域支援による見守りや子育て中の家庭を支援する。 

・地域の子育てネットワークの充実を図る。 

 

（３）施策の方向性 

・待機児童の解消に向けて、私立保育所や認証保育所の整備・新設を支援します。ま

た、家庭的保育事業の拡充に努めます。 

・多様な主体の協力を得ながら、延長保育時間の拡大、休日保育、一時預かり・特定

保育、病児保育などの保育サービスの充実に努めます。 

・市立保育所が拠点となり、地域支援の仕組みづくりや保育所の役割・機能について

研究し、市民が安心して子育てできる環境づくりに努めます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

私立保育所運営支援事業 ・保育に欠ける児童を適切に保育が行えるように、私立保育所

へ運営費の支弁等を行って、待機児童の解消のため定員増を

図ります。（H26～H29） 

・延長保育時間について利用者ニーズに対応し適切な支援を行

います。（H26～H29） 

一時預かり・特定保育、 

病児保育事業 

・一時預かり・特定保育及び病児保育を継続的に実施し、市民

ニーズに対応します。なお、一時預かり・特定保育について

は市内の認可保育所に機会をとらえて働きかけ、実施施設の

増加を目指します。（H26～H29） 

待機児解消事業※ ・認可保育所及び認証保育所の新規開設を行い、待機児童の解

消を図ります。（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １６７億円 

 

※「待機児解消事業」は経常的経費とは異なるため、総事業費の算定から除いています。  

基本施策 

市がこの施策で目指している

到達点として、将来の市民の皆

さんの暮らし・まちの姿などを

示しています 

この施策についての現状や、市

が認識している課題を示して

います 

施策名 

基本構想の「まちづくりの大綱」

に記載されている「市民の役割」

をもとに、この施策で市民の皆

さんに期待することを示してい

ます 

「めざす姿」の達成に向けた、

市の取組の方向性を示していま

す 

前期基本計画で市が取り組む主

要な事務事業と、その取組内容

を示しています 

「めざす姿」の達成状況を測る

もので、現状値と平成２９年度

の目標値を示しています 

※一部の投資的事業など、事前

に各年度の経費を見込むことが

困難な事業は、総事業費の算定

から除外しています 

資料５ 
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○施策体系の見方 

 第６次府中市総合計画は、基本構想、基本計画の２階層で構成され、それぞれの中で、

都市像をはじめ、基本目標、基本施策、施策、主要な事務事業を示しています。其々の

関係や内容を体系的に示すと、次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都
市
像 

みんなで創る 

笑顔あふれる 

住みよいまち 

第６次府中市総合計

画における最上位の

目標です。 

基
本
目
標 

１  人と人と

が支え合い幸

せを感じるま

ち 

都市像を実現するた

めに、４つの基本目標

を掲げています。 

基
本
施
策 

１  健康づく

りの推進 

各基本目標を実現す

るための基本的な施

策を分野別に示して

います。 

施 

策 

１  健康づく

りの支援 

各基本施策を実現す

るためのより具体的

な施策を示していま

す。 

事
務
事
業 

健康管理支援

事業 

各施策を実現するた

めの具体的な事務事

業のうち、主要なもの

を記載しています。 

 

基 

本 

構 
想 

 
 

基 

本 

計 

画 
 

（具体例） 
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  ２ 安全で快適に暮らせる持続可能なまち（生活・環境） 

 

 

１自然・生態系の保護と回復  ２７ 自然環境の保全の推進 

 ２８ 緑のまちづくりの推進 ２ 緑の整備 

 ２９ 環境に配慮した活動の促進 

 ３０ まちの環境美化の推進 

 ３１ 公害対策の推進 

 ３２ 斎場・墓地の管理運営 

３ 生活環境の保全 

 ３３ ごみ減量化・資源化の推進 

 ３４ ごみの適正処理の推進 
４ 循環型社会の形成 

 ３５ 交通安全の推進 

 ３６ 地域安全の推進 
５ 交通安全・地域安全の推進 

 ３７ 危機管理対策の強化 

 ３８ 消防力の充実 
６ 災害対応能力の向上 

２ 

安
全
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
持
続
可
能
な
ま
ち
（
生
活
・
環
境
） 

基本目標 基本施策 施 策 
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１ 自然・生態系の保護と回復 

施策２７ 自然環境の保全の推進 
 

（１）現状と課題 

私たちの暮らしは身近にある自然や様々な生きものが生息・生育する中で、それら

がもたらす様々な恵みを受けることによって成り立ってきましたが、近年、開発等の

人間活動による生態系の破壊や生物種の減尐、社会構造の変化に伴う里地里山等に対

する人間による働きかけの縮小、人為的に持ち込まれた外来種による生態系のかく乱

が進行しており、豊かであるはずの自然が失われつつあります。 

このため、自然環境や生態系の現状を把揜し、生きものの生息・生育空間となる身

近な緑地や水辺等を保全する活動、絶滅のおそれのある種の保護及び生態系をかく乱

するおそれのある外来種の駆除など、地域の特性に応じた生物多様性を保全するため

に、良好な自然環境の保護・回復に取組む必要があります。 

 

（２）めざす姿 

浅間山、府中崖線、けやき並木や多摩川などの身近な自然環境を次の世代に受継

ぐべき貴重な資産として認識し、生物多様性の維持・回復に努めたことによって、

豊かな自然の恵みを受けることができる自然共生社会の実現が図られています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

自然観察会や体

験学習へ参加し

たことがある市

民の割合（％） 

自然観察会や体験学習へ参加したこと

がある市民の割合を増やすことに努め

ます。 

８．４％ 

（Ｈ２３年度） 
２０．０％ 

水辺の楽校に参

加した児童の人

数（人） 

多摩川を活用した自然環境学習、体験

学習、小学校の総合学習支援を行って

います。次代を担う子ども達が身近な

自然である多摩川に慣れ親しみ、身近

な自然の大切さを学ぶ貴重な機会をよ

り多く提供するように努めます。 

１，６６２人 

（Ｈ２３年度） 
２，０００人 
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市民に期待すること 

・自然とふれあうことで、身近にある貴重な自然の恵みの恩恵を実感する機会を増

やし、積極的に自然環境の保全活動に参加する。 

 

（３）施策の方向性 

・人と自然の豊かな関係を再構築するため、科学的知見に基づくとともに、予防的観

点に立って自然共生社会の実現を目指して良好な自然環境を保護・回復する仕組み

をつくり、各主体が自然環境を保全するための活動を促進します。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

自然保護啓発普及事業 ・自然保護啓発普及事業を実施します。（H26～H29） 

・水と緑のウォーキングマップを作成します。（H2６～H29） 

自然環境調査員活動事業 ・身近な生きもの調査を実施します。（H26～H29） 

・自然保護活動を自主的かつ積極的に行います。（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） ０．１億円 
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２ 緑の整備 

施策２８ 緑のまちづくりの推進 
 

（１）現状と課題 

都市化が進展する中、緑が減尐傾向にあることから、法制度等を適切に運用するほ

か、市民活動の効果的な支援のあり方を検討し、緑の保全を図る必要があります。ま

た、市の事業や市民、事業者の協力等により緑化が推進されていますが、地域の特徴

や緑の多様な機能を踏まえた、より質の高い緑の空間づくりを進める必要があります。 

公園については、水と緑のネットワークの形成を基本的な考え方とした整備を進め

るとともに、災害時や地域活動など多角的に活用できるようにするため、機能の充実

を図る必要があります。また、だれもが親しむことができる公園とするため、市民や

事業者とともに公園づくりに取り組む必要があります。 

 

（２）めざす姿 

市内のまとまった樹林や地域に残る樹木等が保全されるとともに、身近な生活空

間の緑が増え、水と緑が輝く潤いのあるまちが形成されています。また、水と緑が

持つ様々な機能を高めるため、市民や事業者と市が協働して緑のまちづくりに取り

組んでいます。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

市の面積に対す

る緑地の割合

（％） 

市内の緑地面積を府中市面積で除し

て算出した数値です。緑地の増加を目

指します。 

２４．７％ 

（Ｈ２４年度） 
２５．６％ 

緑化協議による

緑地確保面積

（ｈａ） 

府中市地域まちづくり条例に基づく緑

化協議により確保された緑地の面積で

す。事業者の協力による緑地の増加を

目指します。 

２９ｈａ 

（Ｈ２４年度） 
４７ｈａ 

市民１人当たり

の都市公園面積

（㎡／人） 

都市公園面積を府中市の人口で除し

て算出した数値です。１人当たりの面

積の増加を目指します。 

７．０４㎡／人 

（Ｈ２４年度） 
７．２９㎡／人 
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市民に期待すること 

・緑を大切にする意識を高め、緑に関する知識を共有する。 

・自宅敷地内や所有地内の緑の保全や緑化の推進に努める。 

・身近な公園づくりや公園の管理運営に参加する。 

 

（３）施策の方向性 

・既存の緑の保全に向けて、土地所有者の協力を得ながら、法律や条例に基づく地域

制緑地制度＊等の運用や管理支援等を行います。 

・質の高い緑の空間づくりを進めるため、周辺環境や樹木等の特徴を踏まえた緑化を

推進するとともに、市民の緑化活動を支援します。 

・水と緑のネットワークの形成の考え方に基づき、緑の拠点や市民のだれもが歩いて

行ける範囲等に公園の整備を進めます。 

・公園機能の充実を図るため、各公園の利用目的に即した公園施設の整備を推進する

とともに、公園施設の適切な維持管理を行います。 

・市民や事業者との協働による魅力ある公園づくりや公園の管理運営を進めます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

まちかど空間緑化推進事

業 

・公共花壇の適切な維持管理を進めます。（H26～H29） 

・市民花壇に対して花苗等を提供します。（H26～H29） 

公園緑地等維持管理事業 ・市民が快適に公園、緑地等が利用できるよう適切に維持管理

を行います。（H26～H29） 

公園緑地等整備事業※ ・公園、緑地、緑道等の新設、改修（四谷さくら公園等）など、

水と緑に係る整備を行います。（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １６億円 

 

※「公園緑地等整備事業」は経常的経費とは異なるため、総事業費の算定から除いています。 

 

 

＊「地域制緑地制度」とは、緑地の保全や緑化を推進するために、法律や条例に基づき、一定の土地の区

域に対して、土地利用や開発事業を規制する制度です。 
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３ 生活環境の保全 

施策２９ 環境に配慮した活動の促進 
 

（１）現状と課題 

市では、「府中市地球温暖化対策地域推進計画を策定し、地球温暖化の防止のため、

環境啓発イベントや環境学習講座の実施、省エネルギーの推進など、様々な環境活動

を行っていますが、市民や事業者に十分に浸透できていないのが現状です。 

環境に配慮した活動が十分浸透するよう、環境保全活動センターを拠点として、環

境保全に関する学習の機会並びに交流及び活動の場を提供し、市民等が行う環境保全

活動を支援し、拡めていくことが求められています。 

 

（２）めざす姿 

環境保全に関する適切な情報の提供や交流を行うことにより、市民一人ひとりが

環境に対して高い意識を持ち、積極的に環境に配慮した行動を実践しています。ま

た、地球温暖化を防止し地球環境を保全するため、エネルギー消費や環境負荷を低

減する活動を実施し、環境にやさしい生活を送っています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

二酸化炭素排出

量（ｔ－ＣＯ２） 

市では、平成３２年度までに、平成２年

度における排出量の１５％以上の削減

（「府中市地球温暖化対策地域推進計

画」での設定値）を目指します。 

９１７．５千ｔ－ＣＯ２ 

（Ｈ２年度） 

※府中市の二酸

化炭素排出量 

１５％以上の 

削減 

（Ｈ３２年度） 

環境学習講座の

実施回数（回） 

環境学習講座の年１０回開催を目指し

ます。 
－ １０回 

小・中学校への

雨水浸透施設及

び貯留施設の設

置数（校） 

雨水浸透施設及び貯留施設の小・中

学校への設置数です。小・中学校全校

に設置することを目指します。 

４校 

（Ｈ２３年度） 
７校 
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市民に期待すること 

・積極的に環境についての情報交換の場に参加し、正確な知識をもつ。 

・環境啓発イベントや環境学習講座に参加し、環境に配慮した活動を実践する。 

 

（３）施策の方向性 

・市民・事業者・学校等と連携し、環境まつり等の環境啓発事業を継続して実施する

とともに、市民が環境について自ら学ぶ機会を支援するため、環境保全活動センタ

ーが連携先等の調整役（コーディネーター）や自発的な行動に繋げていく促進役（フ

ァシリテーター）として各種事業を展開します。 

・また、市民・事業者・行政が一体となって地球温暖化対策に取り組み、温室効果ガ

ス排出量を抑制します。 

・さらに、太陽光などの再生可能エネルギーの利用促進、省エネルギー活動、グリー

ン購入の普及啓発を行い、市民が環境にやさしい生活スタイルへ転換するよう進め

ます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

環境マネジメントシステ

ム運営事業 

・法令、都条例に基づく届出を毎年提出し、法令を順守します。

また、市の公共施設において、管理標準を作成し、エネルギ

ー使用量を計画的に削減します。（H26～H29） 

環境保全活動事業 ・環境保全活動センターを拠点とし、市民・事業者・学校等と

連携し、環境まつり等の環境啓発事業を実施するとともに、

広く市民に環境学習の機会並びに交流及び活動の場を提供し

ます。（H26～H29） 

地球温暖化対策事業 ・姉妹都市である長野県佐久穂町の町有林における CO2 の吸収

分と、府中市から排出されるゴミ袋を焼却する際に発生する

CO2 の一部との相殺を図り、地球温暖化を防止します。（H26

～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １億円 
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３ 生活環境の保全 

施策３０ まちの環境美化の推進 
 

（１）現状と課題 

市民、事業者と協力し環境美化啓発活動や清掃活動を行っています。市内全域でご

み、たばこのポイ捨てなどを禁止行為とし、市内５駅周辺に環境美化推進地区を定め、

重点的に施策を展開しています。さらに、環境美化推進地区の道路を喫煙禁止区域と

し、路上喫煙を禁止しています。また、各種啓発活動などを行い、環境美化に対する

市民意識の高揚とまちの環境美化に努めています。しかし、まちの美観を損ねるたば

こや空き缶のポイ捨ての改善が図られていません。 

「府中市まちの環境美化条例」の内容を市民や事業者などへ周知徹底するとともに、

すべての市民が高い美化意識を持ち、美しいまちを維持するための事業を検討する必

要があります。 

 

（２）めざす姿 

市民と市が協力し、まちの美化推進を行うことで、全ての市民がごみやたばこの

ポイ捨て、路上喫煙、ペットの糞の放置をしないなど、高い美化意識を持ち、美し

く快適な環境を維持しています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

周辺の美化清掃

を実施した駅数

（駅） 

環境美化推進地区内にある５駅のうち

周辺の美化清掃を実施した駅数です。

全５駅での実施を目指します。 

２駅 

（Ｈ２３年度） 
５駅 

自主的な清掃活

動への参加者数

（団体） 

美化意識の啓発を推進し、市民、事業

者による自主的な清掃活動の参加団

体数の増加を目指します。 

７０団体 

（Ｈ２３年度） 
７７団体 

美化活動におけ

る府中駅周辺の

収集ごみ量（キ

ログラム／回） 

地域安全・環境美化の日美化活動に

おいて府中駅周辺で収集されたびん・

缶・ペットボトルの１回あたりの収集量

の減少を目指します。 

５２．８ｋｇ 

（Ｈ２３年度） 
３９．６ｋｇ 
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市民に期待すること 

・積極的に、地域の清掃活動に参加する。 

・一人ひとりがポイ捨てや路上喫煙の禁止を守り、犬の糞を片付けるなど、マナー

意識を持つ。 

 

（３）施策の方向性 

・ごみやたばこのポイ捨ての禁止、喫煙禁止路線の周知、喫煙のマナーアップなど環

境美化の啓発活動を引き続き実施します。 

・ごみ袋の配付・回収などを通じて自治会や事業者などの団体が自主的な清掃活動を

支援します。 

・環境美化推進地区の美化推進をすることで、市民の美化意識の高揚につなげます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

環境美化推進事業 ・環境美化活動を実施する地域を増やし、より多くの地域で啓

発活動を実施します。また、自主清掃の参加者を増やすため、

事業の周知を図ります。（H26～H29） 

空き家・空き地等対策事業 ・指導の徹底を図るため条例等を検討します。（H26） 

・現況の把揜（職員による調査、地元自治会と連携を図り情報

提供を受ける）に努めます。（H26～H29） 

・所有者、管理者への適正な管理の指導を行います。（Ｈ26～

H29） 

・関係部署との連携をとり市民の安全な生活環境を確保します。

（H26～H29） 

市民清掃活動事業 ・多摩川清掃市民運動をより、楽しく魅力的な事業とするべく、

市内のさらに多くのスポーツチームなどに参加をお願いしま

す。（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） ０．５億円 
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３ 生活環境の保全 

施策３１ 公害対策の推進 
 

（１）現状と課題 

水質調査や騒音調査、大気調査などを継続的に実施し、国等が定める基準値を継続

的に維持するように努めています。 

公害問題に関しては、苦情に対する内容が複雑化していることや、地域間での繋が

りも希薄化しているため、即解決に至ることが難しいケースがありますが、国、都、

近隣市など関係機関とのさらなる連携を図り、複雑化した公害問題にも迅速に対応す

る必要があります。 

また、東日本大震災発生に伴い、新たに放射能問題への対応が課題となっています。 

 

（２）めざす姿 

騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下を中心としたいわ

ゆる典型７公害の監視体制が継続されており、事業者に対し指導、助言等を行うこ

とにより公害の発生が未然に防止されています。また、市民、事業者が積極的に環

境活動に取り組み、快適に過ごせる環境が保全されています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

市民１，０００人

当たりの公害苦

情件数（件） 

年間の苦情受付件数を人口で除して

算出した数値です。 

０．３９件 

（Ｈ２３年度） 
０．３３件 

騒音・大気汚染

などの公害に悩

まされている市

民の割合（％） 

毎年度実施される市民意識調査結果

で把握した数値です。 

１５．１％ 

（Ｈ２３年度） 
１３．５％ 
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市民に期待すること 

・近隣に配慮し、公害の防止に努める。 

・環境への負荷の低減に努める。 

 

（３）施策の方向性 

・公害問題は、急に新たな問題が発生することもあり、予測が難しい問題ですが、水

質調査、騒音調査、振動調査、大気調査、放射能対策などを継続的に実施し、監視

します。 

・公害防止のための指導や支援、情報提供などを行っていきます。 

・公害の苦情・相談の受付体制を充実させるとともに、国・都・関係機関との連携を

密に図り、新たな公害問題にも迅速に対応します。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

公害防止指導対策事業 ・公害の苦情、相談を受け付け対応します。（H26～H29） 

・騒音・振動調査、交通量調査、大気調査などを継続的に実施

し、監視します。（H26～H29） 

環境衛生分析調査事業 ・水質調査、ダイオキシン類調査などを継続的に実施し、監視

します。（H26～H29） 

・放射性物質・放射線測定調査を継続的に実施し、監視します。

（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １億円 
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３ 生活環境の保全 

施策３２ 斎場・墓地の管理運営 
 

（１）現状と課題 

火葬件数はここ数年逓増してきており、式場利用も増えると見込まれる一方で、葬

儀の有り様の変化を反映させて安定的な運営を図る必要があります。 

また、稲城市内の南山東部土地区画整理事業地内に墓地及びメモリアルホールを整

備するために、平成２４年度に稲城・府中墓苑組合を設立しました。今後、同組合を

主体として、墓地等の整備及び管理運営を行うにあたり、運営計画を十分に検討し、

計画的かつ効率的な運営を行う必要があります。 

 

（２）めざす姿 

府中の森市民聖苑が安定的・効率的に運営され、市民が葬儀等をつつがなく執り

行うことができています。 

また、稲城市と共同して墓地及びメモリアルホールを整備し、安定的かつ永続性

の高い公営の墓地を求める市民の需要に応えています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

斎場待ち日数 

（日） 

式が円滑に行えるよう年間を通じての

最大待ち日数を指標とし、施設の効率

的運営等で待ち日数の減少を目指しま

す。 

９日 

（Ｈ２３年度） 
８日 

市民墓地の供用

開始 

稲城市と共同で市民墓地の整備を行

います。 
準備 供用開始 



 - 15 - 

 

市民に期待すること 

・市民聖苑での葬儀の有り様の多様化に宗門等も応えていく。 

・公営墓地を整備する必要性等を理解する。 

 

（３）施策の方向性 

・葬儀の多様化・簡略化に対応できる施設運営を行い、安定的なサービス提供を図り

ます。 

・稲城市と共同して設立した稲城・府中墓苑組合を主体として、市民の意向に沿った

墓地を整備し、計画的かつ効率的に墓地の供給等を行います。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

府中の森市民聖苑管理運

営※ 

・効率的な施設の運営により、宗教や宗派にかかわらず、通夜、

告別式、火葬、法要などの一連の行事を行える場としていま

す。今後の取組みとしては、継続的に安定した運営を図るた

め、施設及び設備の改修整備を行っていきます。（H26～

H29） 

市民墓地の整備 ・稲城市と共同して設立した稲城・府中墓苑組合を主体として、

市民の意向に沿った墓地を整備し、計画的かつ効率的に墓地

の供給等を行うとともに、墓地の管理運営を行っていきます。

（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １１億円 

 

※「府中の森市民聖苑管理運営」のうち、工事等に関する部分は経常的経費とは異なるため、総事業費の

算定から除いています。 
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４ 循環型社会の形成 

施策３３ ごみ減量化・資源化の推進 
 

（１）現状と課題 

ごみの収集方法を変更するとともに、啓発や分別指導を行い、ごみの排出抑制に関

する意識が浸透してきたことにより、ごみの収集量が減尐してきました。今後は、市

民一人ひとりのより一層のごみに対する意識啓発を図り、さらなるごみの減量、資源

化のための施策を積極的に展開する必要があります。 

 

（２）めざす姿 

ごみの減量や資源化を推進し、環境負荷の低い循環型社会が形成され、ごみの発

生が抑制されています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

ごみの減量やリ

サイクルに取り

組んでいる市民

の割合（％） 

ごみの減量やリサイクルに対する市民

の意識向上を目指します。 

９１．６％ 

（Ｈ２３年度） 
９３．０％ 

市民一人当たり

のごみ・資源の

排出量（ｇ／日） 

家庭系燃やすごみ、燃やさないごみ、

粗大ごみ、有害ごみ、資源物、事業系

可燃ごみの排出量を合計した総ごみ

量の減少を目指します。 

６４５ｇ 

（Ｈ２３年度） 
５９５ｇ 
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市民に期待すること 

・リサイクル（資源化）からリデュース（発生抑制）・リユース（再使用）を意識

した生活への転換を図り、環境負荷の低い循環型社会の形成に取り組む。 

 

（３）施策の方向性 

・市民・事業者・行政の３者の協働によりごみ減量に取り組んでいくことを目的にご

みゼロ会議（仮称）を設置し、ごみの減量・リサイクルを進めます。 

・集団回収未実施地域の自治会や大規模集合住宅に働きかけを行い集団回収の拡充に

努めます。 

・スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどに回収容器の設置を依頼し、店頭

回収の拡充に努めます。 

・燃やすごみの大半を占める生ごみに対する水切りの徹底化と再資源化に努めます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

集団回収推進事業 ・集団回収事業を積極的に推進し、資源物の行政収集を縮小し

ます。（H26～H29） 

ごみ減量運動啓発事業 ・実際にごみを排出する市民・事業者への啓発事業を積極的に

展開し、排出者の意識向上を図ります。（H26～H29） 

生ごみ資源有効活用推進

事業 

・現在、南白糸台小で行っているモデル事業について、給食残

さからの堆肥生成について一定の効果があったことから、家

庭から排出される生ごみの堆肥化についても研究を進めてい

きます。（Ｈ２６～Ｈ２９） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） ５億円 
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４ 循環型社会の形成 

施策３４ ごみの適正処理の推進 
 

（１）現状と課題 

焼却灰をエコセメントとして再利用するエコセメント化事業の開始により最終処

分場での埋立処分量はゼロになりました。他方、燃やすごみの焼却や資源物の選別処

理などを行う中間処理施設においても施設の延命化を図るために、適正処理を推進す

る必要があります。 

（２）めざす姿 

ごみの収集・中間処理・最終処分の各段階において適正な処理を推進することに

より、施設の延命化が進んでいます。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

最終処分場への

搬入量（ｔ） 

最終処分場への搬入量の減少を目指

します。 

１，９５４ｔ 

（Ｈ２３年度） 
１，８００ｔ 

１人あたりの多

摩川衛生組合へ

の搬入量 

（ｇ／日） 

多摩川衛生組合への搬入量を示しま

す。減少を目指します。 

４６５ｇ 

（Ｈ２３年度） 
４３０ｇ 

１人あたりのリサ

イクルプラザへ

の搬入量 

（ｇ／日） 

リサイクルプラザへの搬入量を示しま

す。減少を目指します。 

 

１４６ｇ 

（Ｈ２３年度） 
１３５ｇ 
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市民に期待すること 

・ごみを出さない、ごみにならないことを意識した消費者行動を行う。 

・ごみ排出後の処理の過程を理解し、排出ルールを厳守する。 

 

（３）施策の方向性 

・新たな資源化品目や処理方法を模索し、各施設への搬入量の減尐を目指します。 

・各施設において適正に処理を行い、効率的な施設運用を行います。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

廃棄物収集運搬事業 ・ごみの収集運搬については、排出ルールに基づいて収集し、

各中間処理施設へ搬入します。（H26～H29） 

多摩川衛生組合管理運営

事業 

・本市の燃やすごみを焼却処理している多摩川衛生組合の運営

については、他の構成市とも連携しながら、安定的かつ効率

的な運営に努めます。（H26～H29） 

リサイクルプラザ管理運

営事業 

・燃やさないごみや粗大ごみの分別処理や有価物の売却など、

適正な処理に努めます。（Ｈ２６～Ｈ２９） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） ７４億円 
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５ 交通安全、地域安全の推進 

施策３５ 交通安全の推進 
 

（１）現状と課題 

駅周辺に自転車駐車場を整備するとともに放置自転車対策を行い、放置自転車の削

減に努めてきましたが、自転車駐車場が整備されていない駅周辺地域では、効果的な

放置自転車対策が講じられていません。また、市民に自転車運転のルールやマナーが

正しく理解されていないため、交通事敀発生件数に占める自転車事敀の割合は高い状

況にあります。 

市民の良好な生活環境を守り交通事敀を減尐させるため、引き続き自転車駐車場や

交通安全施設を整備するとともに、市民一人ひとりの交通安全意識を向上させること

が課題です。 

 

（２）めざす姿 

交通安全のルールやマナーの啓発活動を徹底するとともに、自転車駐車場や交通

安全施設等の整備及び放置自転車対策が拡充されたことで、市民が安心して暮らし

ています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

安心して歩道を

通行することが

できると感じる市

民の割合（％） 

市民意識調査結果で把握した数字で

す。増加を目指します。 

２８．９％ 

（Ｈ２３年度） 
３５．０％ 

交通事故発生件

数（１，０００人あ

たり・件） 

市民１，０００人あたりの交通事故発生

件数です。 

事故発生件数の減少を目指します。 

３．２件 

（Ｈ２３年度） 
４件以下 

自転車駐車場収

容可能台数（台） 

放置自転車の削減に向け自転車駐車

場を整備し、収容可能台数の増加を目

指します。 

２１，２９２台 

（Ｈ２３年度） 
２１，６００台 
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市民に期待すること 

・各関係団体、自治会又はＰＴＡ等が地域に密着した交通安全運動を自主的に行う。 

・自転車は路上に放置してはいけないことを理解し、自転車駐車場を積極的に利用

する。 

 

（３）施策の方向性 

・スクールゾーンやコミュニティゾーンなどの指定や、違法駐車の取締り強化など、

警察署や各関係団体の協力を得ながら、交通事敀の減尐に向けて交通環境の整備を

推進します。 

・市民、団体又は事業者等が、交通安全活動等を自主的に行える仕組みを考案し、実

現します。 

・道路管理者や協力団体と調整を図りながら、自転車駐車場の整備を進めるとともに、

放置自転車対策を強化し市民の良好な生活環境を確保します。 

・自転車駐車場、市営駐車場及び交通安全施設については必要に応じ修繕又は整備を

行います。 

・自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、地域

の交通安全協会等と連携して自転車競技大会等の活動を推進します。また、自転車

に係る通行実態・事敀実態等を踏まえ、自転車走行空間の整備に向けた検討を自転

車走行空間に関する協議会（東京都、東八道路沿線四市で構成）と連携し、進めま

す。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

交通安全啓発事業 ・交通安全の普及を図るため、警察や関係団体などと協力しな

がら啓発活動を行います。（H26～H29） 

駅周辺自転車対策事業 ・市内の各駅周辺に自転車誘導整理員を配置し、自転車利用者

に対し自転車駐車場に駐車するよう誘導を行うとともに、放

置自転車の撤去を行い、良好な生活環境の確保に努めます。

また、保管所を統合し、自転車返還業務の経費削減に努めま

す。（H26～H29） 

自転車駐車場管理運営事

業 

・市立自転車駐車場の円滑な業務運営を目的に、管理運営、清

掃、警備、設備点検等の業務委託を行うとともに、自転車の

安全利用を推進するため、自転車無料点検を行います。また、

施設が老朽化しているため、設備等の修繕を適宜行います。

（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） ６億円 
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５ 交通安全、地域安全の推進 

施策３６ 地域安全の推進 
 

（１）現状と課題 

防犯協会や市民主体の自主防犯パトロールの効果により、犯罪発生件数は年々減尐

していますが、凶悪事件の報道やたばこのポイ捨て等のマナー違反により、市民が感

じる治安に対するイメージは良くなっているとはいえません。安全で安心して暮らせ

るまちづくりには行政機関による施策展開だけでは限界があり、市民による自主防犯

活動が必要丌可欠です。しかし、現状は各団体の防犯意識の違いから、防犯パトロー

ルの実施にまで至らない団体も尐なくありません。このようなことから、各団体の意

見を汲んだ効率的な支援を実施し、「自分たちのまちは自分たちで守ろう！」という

気概に満ちた自主防犯活動の活性化を図る必要があります。 

 

（２）めざす姿 

市民誰もが安全に安心して暮らせるよう、市民・事業者・関係団体・市の連携に

より防犯体制が整備され、それぞれの地域での支えあいや助け合いが行われること

で、市民一人ひとりの防犯意識が向上し、自主防犯活動も活発に展開され、犯罪の

尐ない住みよいまちになっています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

犯罪発生件数 

（件） 

防犯カメラ等機器の整備を継続し、市

内での犯罪発生件数の減少を目指し

ます。 

２，７２１件 

（Ｈ２３年） 
２，６００件 

地域の治安が悪

化していると感じ

ている市民の割

合（％） 

市民意識調査結果（平成１８年度 

４０．７％）の更なる減少を目指します。 

２２．４％ 

（Ｈ２３年） 
２０．０％ 

地域安全リーダ

ー数（人） 

自主防犯活動の核となる地域安全リー

ダーの増加を目指します。 

３００人 

（Ｈ２４年） 
４５０人 
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市民に期待すること 

・自主防犯活動に若い世代の人も積極的に参加する。 

・高い防犯意識と助け合いの精神を供有する。 

 

（３）施策の方向性 

・市民の防犯意識の向上と、見守りや助け合いの心を醸成する活動を推進します。 

・自治会・町内会主体の自主防犯活動を支援します。 

・地域の雰囲気やまち並み（景観）の風紀が損なわれないよう整備することで、犯罪

者が犯罪を行う心境にまで至らないようなまちづくりを進めてゆきます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

防犯意識啓発事業 ・安全・安心まちづくりに向けた自主防犯活動の支援を行いま

す。（H26～H29） 

・警察や関係団体と協力し、イベント等防犯活動の活性化に努

めます。（H26～H29） 

・暴力団排除条例施行に伴う啓発活動を行います。（H26～

H29） 

安全安心まちづくり推進

事業 

・経年劣化による防犯カメラの修繕、再開発に伴う移設と維持

管理、増設を進めます。（H2６～Ｈ２９） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） ０．１億円 
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６ 災害対応能力の向上 

施策３７ 危機管理対策の強化 
 

（１）現状と課題 

本市では、総合防災訓練や水防訓練の実施等により、防災関係機関との連携強化や、

防災意識の啓発に努めてきました。 

また、地域防災計画の整備や当該計画に係るマニュアル策定のほか、全国瞬時警報

システムの整備、他自治体との災害時応援協定の締結、災害時用備蓄品の整備、地域

防災訓練の支援等により、災害対応能力の向上に努めてきました。 

今後は、情報伝達手段の麻痺や、帰宅困難者の発生、避難生活の長期化など、東日

本大震災で明らかになった新たな課題にも的確に対応できるよう、更なる防災対策の

強化に努めていく必要があります。 

 

（２）めざす姿 

市民一人ひとりが日ごろから災害に備えるとともに、自助・共助について理解し、

大規模災害時には、市民自らが的確に行動できるようになっています。また、市で

は、災害応急対策を迅速に実施し、被害を最小限に抑える態勢が整っています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

日ごろから家庭

で災害に対する

備えをしている

市民の割合（％） 

まずは家庭でできること（自宅の耐震

補強や家具の転倒防止等）を行うこと

が防災・減災の基本となりますので、こ

の割合の増加を目指します。 

－ ８０．０％ 

「避難所運営マ

ニュアル」が策

定された一次避

難所数（箇所） 

一次避難所ごとに「避難所運営マニュ

アル」の策定を進めています。増加を

目指します。 

－ ３４箇所 

災害時の避難場

所を知っている

市民の割合（％） 

大規模災害時に避難する「避難場所」

を知っておく必要があります。増加を目

指します。 

７７．９％ 

（Ｈ２３年度） 
８５．０％ 
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市民に期待すること 

・自分の命は自分で守る「自助」、自分たちのまちは自分たちで守る「共助」の意

識を持ち、住宅の耐震化や地域の防災訓練等に自発的に取り組む。 

・大規模災害時の行動について、日ごろから家族・地域で話し合う。 

 

（３）施策の方向性 

・災害時に必要となる情報を迅速かつ正確に市民に伝えられるよう、情報伝達手段の

充実を図ります。 

・避難所となる市立学校などの公共施設において、生活必需品や災害用資材等の備蓄

を計画的に進めます。 

・災害時における対策強化のため、他自治体や民間企業等との協定の締結を推進しま

す。 

・市民の防災意識を高めるため、自主防災組織の活性化に取り組むとともに、地域住

民による防災訓練を支援します。 

・防災行動力を高めるため、より実効性のある総合防災訓練を実施します。 

・地域住民の主体的な取組による「避難所運営マニュアル」の策定を支援します。 

・町会、自治会、管理組合単位での防災マニュアルの策定を支援します。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

防災意識啓発事業 ・合同水防訓練や総合防災訓練の実施、起震車の派遣等により、

防災関係機関との連携強化や、市民の防災意識の啓発に努め

ます。（H26～H29） 

地域防災計画策定事業 ・府中市地域防災計画及び当該計画に係る各種マニュアル等を

整備するとともに、各種訓練を実施することにより、災害対

応能力の向上に努めます。（H26～H29） 

防災資材等整備事業 ・アルファ米や粉ミルク等、災害時における非常食等を定期的

に購入することにより、大規模災害発生時の初期段階におけ

る応急態勢を整備します。（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １億円 
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６ 災害対応能力の向上 

施策３８ 消防力の充実 
 

（１）現状と課題 

東京消防庁による１本署、４出張所体制の常備消防と、１８個分団による消防団の

非常備消防により、災害体制を整備しています。しかし、消防団員の市外勤務者の増

加などにより、平日昼間の火災等における出動に際し、団員の確保が難しくなること

が想定されます。また、消防団の活動に必要となる車両や資器材の計画的な整備・更

新が必要です。 

 

（２）めざす姿 

市民一人ひとりが日ごろから火災防止に心がけています。 

また、各種災害に迅速・的確に対応できる消防力を確保することにより、火災や

地震、風水害などの災害から市民の身体、生命及び財産への被害が最小限に抑えら

れています。 

 

施策指標 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 H29年度目標値 

１，０００世帯当

たりの火災発生

件数（件） 

火災発生件数を一定割合で表していま

す。減少を目指します。 

０．９０ 

（Ｈ２３年度） 
０．６３以下 

消防団員の定員

充足率（％） 

消防団員の定員数が確保されている

かどうかを表しています。 

９９．０％ 

（Ｈ２３年度） 
１００．０％ 

火災による死者

数（人） 

火災による死者数です。なるべく少な

い人数となるよう努めます。 

１人 

（Ｈ２３年） 
０人 
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市民に期待すること 

・消防団の活動を理解し、消防団へ積極的に入団する。 

・住宅用火災警報器の設置や定期的な維持・管理など、自分で出来る火災予防は 

すべて実施する。（自己対応力の向上） 

 

（３）施策の方向性 

・消防団の活動内容を市民に広く理解していただくため、消防団の活動を広報や市

HP などでＰＲします。 

・消防団と市民、東京消防庁との連携を強化します。 

・消防団活動に必要丌可欠であるポンプ車や資器材を計画的に更新します。 

・消防水利の適切な維持管理・設置に努めます。 

 

（４）主要な事務事業 

事 業 名 H26～H29 年度の取組 

広域的消防連携事業 ・本市の常備消防事務については、今後も東京消防庁へ委託し

ます。（H26～H29） 

消防団活動支援事業 ・今後も府中市消防団の活動を支援します。（H26～H29） 

消防団ポンプ車更新事業

※ 

・府中市消防団が使用しているポンプ車を定期的に更新します。

（H26～H29） 

４か年の総事業費（主要な事務事業のみ） １１０億円 

 

※「消防団ポンプ車更新事業」は経常的経費とは異なるため、総事業費の算定から除いています。 

 

 


